
この法律は「障害を理由とした差別」をなくすための法律です。
全ての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を作ることを目指し
ています。国や市町村、会社やお店などが、障害を理由に不当な差別的取扱いをしない
こと、社会的障壁を取り除くために合理的配慮を行うことを定めています。

善意のご寄付
ありがとうございました

感染症対策用品を
寄贈いただきました
　社会貢献活動の一環として、このたびトヨタ紡織（株）様
より、マスク10,000枚とフェイスシールド100個、トヨタ紡
織（株）部長会様より、岩手県大船渡市の酒造会社により製
造されたアルコール消毒液（300ml入）12本の寄贈をいただ
きました。
　木曽川町内に工場があるご縁から、本会に申し出をいただ
いたものです。今後、地域活動の再開に向けた感染症対策に
役立ててまいります。あらためてお礼申し上げます。

令和2年度　一宮市社会福祉協議会会費

　地域福祉への参加の一環として、本年度も会員加入および会費のご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
　納入いただいた会費は、全額各連区に設置されている社会福祉協議会各支会を通じて、敬老事
業や見守り活動など地域福祉推進のための、取り組みに活用させていただきます。

　お寄せいただきました義援金は、中央共同募金
会や、被災都道府県共同募金会を通して、全額被
災された皆さまへ届けられます。なお下記※の義
援金については、引き続き募集しておりますので
ご協力をお願いします。

※平成 28 年熊本地震災害義援金
※平成 30 年 7 月広島県豪雨災害義援金
※平成 30 年 7 月岡山県災害義援金
※愛媛県豪雨災害義援金　
■令和元年 8 月佐賀県豪雨災害義援金
※令和元年台風 19 号災害義援金
■令和元年台風 15 号・台風 19 号・大雨千葉県
　災害義援金
※令和 2 年 7 月豪雨災害による義援金

令和2年4月1日～令和2年7月31日現在

合計 14,080,452円
（敬称略・順不同）

エス・ビー建材（株）　/　坂井田ビル　/　杉山宏子　/
（一社）　ヤマコ納骨堂協会　/　亡大塚喜美子　/　
ユニー（株）　アピタ一宮店　/　
ユニー（株）　アピタ木曽川店　/　
ユニー（株）　ピアゴ尾西店　/　
ユニー（株）　ピアゴプラス妙興寺店　/　　
トヨタ紡織（株）　「部長会」　/　トヨタ紡織（株）　/
中部経済新聞社　尾張支社　/　（株）大宝レックス　/　
びさい消費者の会　/　他匿名 6件

※「不当な差別的取扱い」については行政機関、民間事業者ともに禁止されています。「合理的配慮」については行政機
　関は法的義務、民間事業者は努力義務とされています。

ご存じですか？

不当な差別的取扱いとは・・・ 合理的配慮とは・・・

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの
提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたり
する行為をいいます。

障害のある人から申し出があった時に、環境を整
えたり、必要なサポートをその人に合った方法で
提供することをいいます。

この法律は障害のある方を対象としていますが、たとえばスロープの設置はシニアカー
に乗る高齢者やベビーカーで移動する乳幼児連れの方にも有効で、知的・発達障害のあ
る方にとって分かりやすいパンフレットは、子どもや外国籍の方にも有効です。「差別解
消」と言われるとなんだか難しい、関係がないことのように思われがちですが、身近なと
ころのちょっとした配慮が「誰もが住みやすいまちづくり」につながっています。

ご協力ありがとうございました

（令和 2年 7月 31日現在）

会費納入総額　
53,328,550 円

災害義援金へのご協力
ありがとうございました。

障害者差別解消法
障害者相談支援センターだより

総務室長髙井様（左）から真野会長（右）へ
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